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「徳島県外来医療計画」（最終案）について

１ 計画の概要

○ 医療法第３０条の４の規定に基づき、策定する計画
○ 国が示した外来医師偏在指標に基づき、外来医師多数区域が設定されたこと
を踏まえ、外来医療機能の偏在・不足等の情報を可視化し、
地域ごとの外来医療機能の偏在を客観的に把握する。

○ 二次医療圏ごとに外来医療関係者による協議の場を設け、地域における外来
医療機関間の機能分化・連携の方針と併せて、外来医療提供体制を協議・公表
する仕組みを創設する。

○ 充実が必要な外来機能や不足している外来機能に関する外来医療機関間での
機能分化・連携の方針等（①地域における初期救急医療提供体制の構築、
②在宅医療の推進、③医療設備・機器等の共同利用等）について協議を行い、
地域ごとに方針決定を行う。

２ 計画期間

令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの４年間

３ 主な記載事項

(1) 外来医師偏在指標に基づく外来医師多数区域の確認

外来医師偏在指標 区域区分

徳島県 133.6 ４位

東部 145.2 外来医師多数区域

南部 103.2

西部 125.9 外来医師多数区域

・ 外来医師偏在指標は、一定の算定式により、診療所医師の多寡を相対的に
把握するためのものであり、指標自体が診療所医師の充足状況を表すもので
はない。

・ 全国平均値：106.3（多数区域：106.2以上）

(2) 不足している外来医療機能についての検討
(3) 外来医師多数区域における新規開業者に求める不足する外来医療機能
(4) 医療機器（CT、MRI、PET、放射線治療及びマンモグラフィ）の共同利用

４ ２月議会報告（案）からの主な変更点
外来医師偏在指標の確定版が通知されたことから、グラフを修正


